
豊川市成年後見制度利用支援事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、民法（明治２９年法律第８９号）で定める成年後見制度について、

老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第３２条、知的障害者福祉法（昭和３５年

法律第３７号）第２８条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年

法律第１２３号）第５１条の１１の２の規定に基づき、判断能力が十分でない高齢者、

知的障害者及び精神障害者の生活の自立の援助等福祉の増進のために、後見開始、

保佐開始又は補助開始の審判（以下「後見開始等の審判」という。）の請求（以下「審

判請求」という。）及び当該制度の利用に当たり、必要となる費用を負担することが

困難である者に対し、市が費用を助成する事業の実施について必要な事項を定める

ものとする。 

 

 （豊川市成年後見支援センターの活用） 

第２条 この事業の実施に当たっては、豊川市成年後見相談支援事業委託（平成２３年

４月１日契約）に基づき設置された豊川市成年後見支援センター（以下「センター」

という。）を活用するものとする。 

 

（費用の助成） 

第３条 市長は、成年後見人、保佐人又は補助人（以下「後見人等」という。）の選任

を必要とする者（以下「本人」という。）、本人の配偶者、４親等内の親族、成年後

見人、成年後見監督人、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、

補助人又は補助監督人が行った審判請求について、本人が原則として本市の区域内

に住所を有し、かつ本人及び審判請求を行った者（以下「申立人」という。）が次の

各号のいずれかに該当する場合に、申立人が負担した審判請求費用の全部又は一部

を申立人に対し、助成するものとする。ただし、後見人等が付されなかった場合は、

この限りでない。 

 (1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けている者 

 (2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第３０号）による支援給付を受けている者 

 (3) 必要となる費用の全部又は一部について助成を受けなければ、成年後見制度の

利用が困難な状況であると市長が認める者 

２ 市長が審判請求を行い、本人に後見人等が付された場合において、後見人等が付

された本人（以下「被後見人等」という。）が原則として本市の区域内に住所を有し、

かつ前項各号のいずれかに該当する場合には、後見人等が行う後見、保佐又は補助

（以下「後見等」という。）の業務及び成年後見監督人、保佐監督人及び補助監督人

（以下「成年後見監督人等」という。）が行う業務に要する経費の全部又は一部を本

人に対し、助成するものとする。 



 

３ 市長は、申立人が審判請求を行い、本人に後見人等が付された場合において、被

後見人等が本市の区域内に住所を有し、かつ第１項各号のいずれかに該当する場合

には、市長は被後見人に対し、後見人等が行う後見等の業務及び成年後見監督人等

が行う業務に要する経費の全部又は一部を申立人に対し、助成するものとする。 

４ 第２項の規定にかかわらず、本人又は被後見人等の配偶者、直系血族及び兄弟姉

妹が後見人等又は成年後見監督人等となっている場合には、後見人等又は成年後見

監督人等が行う業務に要する経費については、助成の対象としない。 

 

（助成金額） 

第４条 前条第１項の規定に基づく審判請求費用の助成金額は、申立人が審判請求で

負担した次の各号に掲げる費用とする。 

(1) 切手購入費用 

(2) 収入印紙購入費用 

(3) 診断書作成費用 

(4) 鑑定費用 

２ 前条第２項及び第３項に基づく助成の金額は、後見人等又は成年後見監督人等の

報酬額として家庭裁判所が審判した金額の範囲内で、被後見人等１人当たり在宅生

活者は月額２８，０００円、施設入所者は月額１８，０００円を上限とする。ただ

し、家庭裁判所が審判した対象期間の始期及び終期の属する月については、当該月

の日数の半数以上が報酬対象期間に算入される場合に限り１月とみなす。 

 

 （審判請求費用助成の申請） 

第５条 申立費用の助成を受けようとする者は、第１号様式に必要書類を添付し市長

に提出しなければならない。 

 

（審判請求費用の助成決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査のうえ、助成の

可否を決定し、第２号様式により申請者に通知するものとする。 

 

（報酬助成の申請） 

第７条 後見人等及び成年後見監督人等の報酬の助成を受けようとする者は、第３号

様式に必要書類を添付し市長に提出しなければならない。 

  

（報酬助成金の決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査のうえ、助成の

可否を決定し、第４号様式により申請者に通知するものとする。 

 



（報酬費用等の支払） 

第９条 第６条又は前条の規定により助成の決定を受けた申請者は、決定された助成

金を第５号様式により、当該月の翌月５日までに市長に請求するものとする。 

２ 市長は、前項の請求があった日から３０日以内に助成金を支払うものとする。 

 

（報告義務） 

第 10 条 報酬の助成を受けている後見人等及び成年後見監督人は、資産状況又は生活

状況に変化があった場合には、第６号様式により速やかに市長に報告しなければな

らない。 

 

（報酬助成の中止） 

第 11 条 市長は、助成の対象者が次の各号のいずれかに該当した場合は、後見人等及

び成年後見監督人等の報酬の助成を中止するものとする。 

(1) 第３条に規定する要件を満たさなくなったとき。 

(2) 市内に住所を有しなくなったとき（市が法令等の規定により援護を行っている場

合を除く。）。 

 

（報酬費用の返還） 

第 12 条 市長は、不正な手段により報酬費用の助成を受けた後見人等及び成年後見監

督人等があるときは、その後見人等及び成年後見監督人等から助成した報酬費用の

全部又は一部を返還させることができる。 

２ 市長は、被後見人が死亡した場合において、被後見人に相続財産があることが判

明したときは、相続人に対して、その相続財産の範囲内で、助成した後見等報酬費

用の全部又は一部を請求することができる。 

 

（その他） 

第 13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

 

   附 則 

１  この要綱は、平成２４年８月１日から施行する。 

 

２  この要綱の施行に伴い、平成１６年４月１日施行の豊川市成年後見制度事業実

施要綱は、廃止する。 

 

３  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

 

４  この要綱の施行の際現に改正前の豊川市成年後見制度利用支援事業実施要綱の

規定に基づいて作成されている第１号様式（第５条関係）その他の用紙は、改正後



の豊川市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用

することができる。 

    


